
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期
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沖縄県 那覇市
那覇市教育委員会　学校教育部　学務
課 098-917-3505

http://www.city.naha.okinawa.jp/kak
uka/kyouikugakumu/syuugaku/shug
aku24.html ○ ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 354

・特別事情のいずれかに該当する者は,生活保護基準額
に「1.80」を掛けて認定基準額を算出する。【特別事情：(1)
災害,火災により財産を失った者 (2)生計維持者等が失業
した者 (3)生計維持者等が死亡した者 (4)生計維持者等
が長期療養又は休職したことにより収入がない者 (5)離
婚した者 (6)破産宣告を受けた者】
・基準根拠分類のその他：所得税法上の所得の合算額
（ただし,給与及び公的年金等については収入額）

30%未満

沖縄県 宜野湾市 指導部　学務課 098-892-8283
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/
life/school/03/syugaku.html ○ 1 その他 その他 234

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

25%未満

沖縄県 石垣市 教育委員会学務課 0980-83-0355 ○ 1.3 課税所得 前年度 228 20%未満

沖縄県 浦添市 教育委員会　指導部　学務課 098-876-1234(内線6515) http://www.city.urasoe.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ 1.2
給与収入
（税引き前） 当該年度 364

教育長が就学援助を行う必要があると認める者
25%未満

沖縄県 名護市 名護市教育委員会　学校教育課 0980-53-1212 (内線381)
http://www.city.nago.okinawa.jp/4/3
691.html ○ ○ ○ 15%未満

沖縄県 糸満市 糸満市教育委員会学校教育課 098-840-8165 ○ ○ ○ 1.2
給与収入
（税引き前） 3年前の年度 338

教育長が就学援助を行う必要があると認める者
15%未満

沖縄県 沖縄市
沖縄市教育委員会　指導部　学務課
助成係 098-939-1212(内線2723)

http://www.city.okinawa.okinawa.jp/
kurashi/116/2382 ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 316

以下の場合には,係数1.8倍に拡大して認定する。
①　災害又は火災により財産を失った者
②　生計維持者等が死亡した者
③　生計維持者等が,長期療養中又は休職中により収入がない
者
④　破産宣告を受けた者

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額

30%未満

沖縄県 豊見城市 学校教育部　学校教育課 098-850-0961
http://www.city.tomigusuku.okinawa.
jp/education_sport/134/537 ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 当該年度 337

世帯の収入や家庭の状況,民生委員による意見を総合的に判断
し,生活保護基準の1.3倍未満の者等

15%未満

沖縄県 うるま市 うるま市教育委員会　指導部　学務課 098-923-2159
http://www.city.uruma.lg.jp/culture/
145/382/2081 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 前年度 317

・年度途中の転入において,前住所地で就学援助を受けていた
者
・教育長が就学援助を行う必要があると認めた者（但し,生活保
護基準額の２．０倍以下まで） 25%未満

沖縄県 宮古島市 宮古島市教育委員会　学校教育課 0980-77-4944 http://www.city.miyakojima.lg.jp/ ○ 1 課税所得 前年度 211 20%未満

沖縄県 南城市 南城市教育委員会　教育指導課 098-947-6017 http://www.city.nanjo.okinawa.jp/ ○ ○ ○ 1.2
給与収入
（税引き前） 前年度 206 15%未満

沖縄県 国頭村 国頭村教育委員会教育課 0980-41-2255 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満

沖縄県 大宜味村 大宜味村教育委員会 学校教育係 0980-44-3006 http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

沖縄県 東村 教育委員会 0980-43-2130 ○ ○ ○
・その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者。

20%未満

沖縄県 今帰仁村 教育委員会　学校教育課 0980-56-2645 ○ ○ ○ 10%未満

沖縄県 本部町 本部町教育委員会事務局 0980-47-2206
http://www.town.motobu.okinawa.jp
/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

沖縄県 恩納村 恩納村教育委員会　学校教育課 098-966-1209 ○ ○ ○ ○ ○

教育長が就学援助を行う必要があると認める者

20%未満

沖縄県 宜野座村 宜野座村教育委員会　教育課 098-968-8522 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
教育委員会が就学援助が必要と認める者

15%未満

沖縄県 金武町 金武町教育委員会　学校教育課 098-968-2991 http://www.town.kin.okinawa.jp/ ○ ○ 20%未満

沖縄県 伊江村 伊江村教育委員会 0980-49-2334 ○ ○ ○ ○

教育長が就学援助が必要と認める者
（病気や災害などの特別な理由により,経済的に生活が困難な世
帯 等） 15%未満

沖縄県 読谷村 教育総務課 098-982-9228 http://www.vill.yomitan.okinawa.jp/ ○ ○ ○ ○ 15%未満

沖縄県 嘉手納町 教育総務課 098-956-1111(内線254) http://www.educ.kadena.okinawa.jp/ ○ ○ ○

その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者
ア・イに該当しないが,何らかの経済的な理由で援助が必要であ
ると考えられる場合は,教育委員会内の審査会で審議後に認定
を判断している。

20%未満

沖縄県 北谷町 学校教育課 098-936-7705
http://www.chatan.jp/kyouiku/2/12
10.html ○ ○ ○ 20%未満

沖縄県 北中城村 北中城村教育委員会教育総務課 098-935-3773
http://www.vill.kitanakagusuku.lg.jp/
site/view/index.jsp ○ ○ ○ ○ 1.1 その他 前年度 231

所得税法上の所得の合算額（ただし,給与及び公的年金
等については収入額とする。）-所得控除（社会保険料控
除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額のみ）

20%未満

沖縄県 中城村 中城村教育委員会教育総務課 098-895-3276

http://www.vill.nakagusuku.okinawa.j
p/detail.jsp?id=52488&menuid=1138
0&funcid=1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 当該年度 310

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額

15%未満

沖縄県 西原町 西原町教育委員会　教育総務課 098-945-5039
http://www.town.nishihara.okinawa.j
p/papers/nishihara/index.html ○ ○ ○ 1.1 その他 その他 254

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

25%未満

沖縄県 与那原町 与那原町教育委員会学校教育課 098-945-2361

http://www.town.yonabaru.okinawa.j
p/kosodate/gakkou/pdf/H28_Syuga
kuEnzyo.pdf ○ ○ ○ ○ 1.1

給与収入
（税引き前） 当該年度 236

生活保護基準額に1.8倍未満で災害,火災により財産を失った
者。生計維持者の失業,死亡,長期療養,休職。離婚。その他教育
長が認めた者。

25%未満

沖縄県 南風原町 教育部　教育総務課 098-889-2620
http://www.town.haebaru.lg.jp/buny
a/gakko/ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 268

当該年度において次のいずれかに該当し,収入が生活保護基準
額の1．8倍未満の者。
(１)災害,火災により財産を失った者
(２)生計維持者等が死亡した者
(３)生計維持者等が長期療養又は給食したことにより収入がない
者
(４)離婚した者
(５)その他教育長が特殊事情があると認める者 20%未満

沖縄県 渡嘉敷村 教育課 098-987-2120 ○ ○ ○ 10%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課

税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免

除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶

予

該当団体数

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼

食，被服等
が悪い者
または学

用品，通学
用品等に

不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ

て悪いと認
められるも

の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働

者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額



沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市

沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市

沖縄県 糸満市

沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市

沖縄県 うるま市

沖縄県 宮古島市

沖縄県 南城市

沖縄県 国頭村

沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村

沖縄県 金武町

沖縄県 伊江村

沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町

沖縄県 南風原町

沖縄県 渡嘉敷村

該当団体数

都道府県 市町村名

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

22 25 1 23 31 20 5 0 19 19 41 16 41 1 41 39 0 0 0 2 2 2 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 35 35 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・毎年10月に,学校で就学援助制度の案内を全児童
生徒へ配布
・子育て世帯が利用する公共施設等で就学援助制
度の案内を配布
・就学援助を必要としている世帯に対し,関係課との
連携により就学援助申請手続き等の支援
・一部の学校では新入学説明会時に就学援助制度
の周知

前年度の3月 6月中旬 有

追加認定の時期は申請受付月の翌
月中旬で,申請受付月の１日を認定
日とする。
追加認定に係る申請の締切日は,要
保護は３月末日まで,準要保護は12
月20日までとする。 ○ 11,420 ○ 23,000

○ ○ ○ ○

家庭訪問時担任の教員から各家庭へ就学援助のお
知らせを配付

その他 必要に応じて 9月 有
随時（申請〆切12月20日（土・日,祝
祭日を除く。）） ○ 11,000 11,000 ○ 19,900

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 8月 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ その他
要項改定等がある場合のみ
基準見直し 4月 有

5月から12月まで随時受付。（申請
月の翌月1日付認定） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 4月 7月 有
7月以降の申請については,申請の
あった翌月から認定 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度の4から5月 7月 有
随時（月まとめで翌月１日認定。１２
月２０日申請まで） ○ 19,000 ○ 10,000

○ ○ ○ ○ ○

年度初めの校長会,教頭会において就学援助制度の
説明と周知依頼

その他 要綱で規定 3月 有
受付期間5月21日～12月20日。申請
日の翌月1日認定。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 当該年度の4月 7月 有
随時。追加認定は2月末申請までと
する。 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○

事務職員向けの説明会を実施

前年度の3月 6月初旬 有
毎月１０日締め切り,翌日１０決定（追
加認定12月まで受付） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

今年度より,教職員向けの説明会を実施予定

前年度の3月 9月 有 年内（12月末まで） ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 4月 有

随時（追加認定は12月25日申請ま
で） ○ 11,100 10,798 ○ 19,900 19,900

○ ○
民生員の定例会で民生員へ周知

前年度の2月 6月下旬 有
9月頃。転入等がある場合は随時認
定する。 ○ 10,000

○ ○ その他 次年度の6月(市町村民税確定) 9月 有 必要に応じて随時。 ○ 11,100 ○ 9,950

○

・各学校に対して保護者への制度周知を依頼
・民生児童委員の定例会で制度を説明

前年度の1月 9月 無 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有
6月の当初認定以降毎月申請のよく
月認定 ○ 13,270 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○
全児童生徒の保護者へ通知文書を配布

その他 認定基準変更無し 6月中旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○

7月頃,全児童生徒を対象に学校から就学援助制度
についてのお知らせを配布

前年度の3月 6月下旬 有

月初め随時。9月申請分までは4月
に遡及,10月以降は翌月認定(２月申
請分まで) ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○

地域の民生（児童）委員より就学援助が必要である
世帯へ制度を説明 前年度の3月 7月 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○

各世帯へ配布

前年度の3月 6月下旬 有 追加認定は,申請のあった月で認定 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 随時（申請受付終了2月） ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

・保護者緊急連絡メール（じんじんメール）の活用
・民生委員児童員委員へ制度周知の依頼
・学校事務から前年度認定者に対して電話による申
請勧奨

その他 規則にて基準設定。 4月 有

追加認定の時期は,教育長が時期を
定めて行う。しかしながら,生活保護
の開始,廃止の措置を受けた場合,転
入前の住所地で就学援助を受けて
いた場合,事故や疾病等により生活
状態の著しい悪化が認めれる場合
は,随時認定する。 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○ ○

家庭訪問時に書類を配布

前年度の1月 2月 有
申請月の翌月中旬に認定（１月申請
まで） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有
申請が来たら随時受付け。最終締
切は12月末日まで。 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 毎月初め,随時。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○

・前年度の認定者に申請案内通知
・全児童生徒に制度案内を配布

前年度の3月 7月 有

準要保護については12月22日まで,
要保護については3月末日まで受付
し,随時認定を行う。 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○

保護者全世帯へ案内文を郵送にて周知
就学案内通知郵送時に案内文を同封

その他 要綱で規定 4月 有
随時。5月以降の申請は申請月の翌
月下旬 ○ 9,990 ○ 17,910

○ ○ ○ ○ その他 規則・要綱にて規定 4月 有
受付月の１日　認定通知→受付月
の翌月 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○

就学援助制度の周知文書及び申請書を保護者に配
布 前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市

沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市

沖縄県 糸満市

沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市

沖縄県 うるま市

沖縄県 宮古島市

沖縄県 南城市

沖縄県 国頭村

沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村

沖縄県 金武町

沖縄県 伊江村

沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町

沖縄県 南風原町

沖縄県 渡嘉敷村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 2 2 2 25 25 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 9 9 1 12 12 12 7 7 1 4 4 0 18 18 18 4 4 2 1 1 0 7 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

○ 2,230 ○ 37,400 1,524 ○ 20,000 16,549 ○ 1,550 1,425 ○ 3,570 613

○ 2,170 2,170 ○ 16,000 ○ 1,510 1,510

○ 2,170 ○ 1,510 583 ○ 3,470 560

○ 2,230 ○ 16,000 ○ 1,570 1,503

○ 2,170 ○ ○ 10,000 10,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 10,000 10,000

○ 2,230 ○ 10,000 10,000 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,170 ○ 38,200 ○ 20,000 17,900 ○ 1,510 660

○ 2,230 ○ 12,000 12,000 ○ ○

○ ○ 1,550 409 ○ 3,570 533

○ 2,170 2,157 ○ 10,000 10,000 ○ 1,510 933

○ 7,500

○ 2,170 ○ 6,000 ○ 0

○ 2,170 ○ 10,000 ○ 720

○ 5,000

○ 2,170 ○ 5,000 ○ 1,510 0

○ 2,170 ○ 10,000 10,000 ○ 1,500 ○ 0

○ 2,170 ○ 15,000 12,001 ○ 1,510 0

○ 2,170 ○ ○ 10,000 ○ 1,510 700

○ 2,170 ○ 7,200 ○ 1,510

○ 2,230 ○ 10,000 10,000 ○ 1,570 1,320

○ 2,170 ○ 12,000 ○ 1,510 ○ 2,550

○ 2,230 ○ ○ 1,570

○ ○ 17,455 ○ 1,550 900 ○ 3,570 1,933

○ 2,230 ○ 15,500 ○ 1,570

○ 2,170 ○ 10,000 ○ 1,510 1,510

○ 1,960 ○ 16,000 16,000 ○ 1,360 1,360 ○ 3,000 0

○ 2,170 ○ 16,400 ○ 1,510 1,080

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市

沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市

沖縄県 糸満市

沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市

沖縄県 うるま市

沖縄県 宮古島市

沖縄県 南城市

沖縄県 国頭村

沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村

沖縄県 金武町

沖縄県 伊江村

沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町

沖縄県 南風原町

沖縄県 渡嘉敷村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

・支給平均額は,平成27年度の実績額。

「通学用品費」については,2,170円（2年生～6年生）

通学費は,住居から学校までの片道4㎞以上（指定学校変更していない場合のみ）の児童で1㎞あたり20円

　※学用品費については,前期7,000円　後期は7,000円より増額する可能性あり。

「支給平均額」欄については，平成28年度予算に計上した単価（総額÷人数）

・体育実技用具費は対象外
・支給平均額は27年度の実績額により記入

校外活動費（宿泊の有無の区分なし）：上限￥1,550（支給平均額￥1,418）

・学用品費は通学用品費を含む。1年生が11,420円,2～6年生が13,650円
・校外活動の支給平均額は,27年度の実績を援助人数で割ったもの。

校外活動費(宿泊を伴わないもの)について,実績が無いため支給平均額0円としている。

・校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,前年度の一人あたりの平均実績で記入。

校外活動費(宿泊を伴わないもの)については実績無し

・校外活動費(宿泊を伴うもの)に関しては,費目はあるが実績なし。あった場合に対応
・実費に関しては,28年度予算計上単価を記入

○ 2,000

通学費については児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費（片道の距離が４キロメートル以上の者で交通機関利用者に限る。）

○ 3,040

・学用品費は小２～６は13,650円,小１は11,420円（通学用品費は,学用品費に含む）。
・支給平均額については28年度執行見込み額を記入。

【修学旅行費】平成28年度予算に計上した単価
【校外活動費】平成27年度の実績額により記入　　（宿泊を伴わないもの）支給対象学年：小1～5年,支給実績の多い学年：与那原小4・5年・与那原東小4年　　（宿泊を伴うも
の）支給実績なし

○ 3,290 3,264

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市

沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市

沖縄県 糸満市

沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市

沖縄県 うるま市

沖縄県 宮古島市

沖縄県 南城市

沖縄県 国頭村

沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村

沖縄県 金武町

沖縄県 伊江村

沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町

沖縄県 南風原町

沖縄県 渡嘉敷村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 2 2 2 37 37 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 35 35 0 1 1 0 2 2 2 25 25 2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 8 8 1 13 13 13 7 7 1

○ 22,320 ○ ○ 37,000 ○ 2,230 ○ 76,120 28,373 ○ 57,290 57,290

○ 21,700 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 2,170 ○ 70,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 77,620

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ ○ 50,000 50,000

○ 23,500 ○ 15,000 ○ 50,000 50,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 21,700 ○ 7,300 0 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 77,200 ○ 55,000 55,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 58,000 58,000

○ 24,550 ○ 23,550 ○

○ 21,700 21,700 ○ 22,900 22,900 ○ 2,170 2,170 ○ 55,000 55,000

○ ○ 55,000

○ 21,700 ○ 11,450 ○ 2,170 ○ 60,000 60,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,900

○ 23,870 ○ 22,900 ○ 50,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 50,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 60,000 60,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 70,000 70,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ ○ 80,500

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 31,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,000 55,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 57,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○

○ 24,550 ○ 23,550 ○ ○ 81,300

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 60,000

○ 19,530 ○ 20,610 ○ 1,960 ○ 65,000 65,000

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 76,200

○ 21,700 ○ 22,900

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



沖縄県 那覇市

沖縄県 宜野湾市

沖縄県 石垣市

沖縄県 浦添市

沖縄県 名護市

沖縄県 糸満市

沖縄県 沖縄市

沖縄県 豊見城市

沖縄県 うるま市

沖縄県 宮古島市

沖縄県 南城市

沖縄県 国頭村

沖縄県 大宜味村

沖縄県 東村

沖縄県 今帰仁村

沖縄県 本部町

沖縄県 恩納村

沖縄県 宜野座村

沖縄県 金武町

沖縄県 伊江村

沖縄県 読谷村

沖縄県 嘉手納町

沖縄県 北谷町

沖縄県 北中城村

沖縄県 中城村

沖縄県 西原町

沖縄県 与那原町

沖縄県 南風原町

沖縄県 渡嘉敷村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

4 4 0 18 18 18 4 4 2 1 1 0 5 5 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

○ 2,240 1,692 ○ 6,010 0 ○ 1,900 1,631

体育実技用具費：上限（柔道:7,510,剣道:51,940）
・支給平均額は,平成27年度の実績額。
・校外活動費(宿泊を伴うもの),体育実技用具費について,費目にあるが支給実績なし。

○ 2,180 2,180

「通学用品費」については,2,170円（2年生,3年生）

○ 2,180 870 ○ 5,840 160

○ 2,270 1,899

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

通学費は,住居から学校までの片道6㎞以上（指定学校変更していない場合のみ）の児童で1㎞あたり20円

　※学用品費については,前期10,000円　後期は10,000円より増額する可能性あり。

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

「支給平均額」欄については，平成28年度予算に計上した単価（総額÷人数）

○ 2,180 846

・支給平均額は27年度の実績額により記入
・体育実技用具費については,支給実績なし

○ ○

校外活動費（宿泊の有無の区分なし）：上限￥2,240（平均支給額￥1,191）

○ 2,240 0 ○ 6,010 1,600

・学用品費は通学用品費も含む。1年生が22,320円,2～3年生が24,550円
・校外活動費の平均支給額は,27年の実績を援助人数で割ったもの
・校外活動（宿泊を伴わない）は,27年実績なし

○ 2,180 2,180

学用品費・・・年度初めに中学校へ年間学用品徴収一覧をもらい,学年ごとの金額を支給。H28年度は,１年生
20,000円,２年生16,000円,３年生14,500円

○ 0
校外活動費(宿泊を伴わないもの)について,実績が無いため支給平均額0円としている。

○ 660
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）は,前年度の一人あたりの平均実績で記入。

○ 2,180 0
校外活動費(宿泊を伴わないもの)については実績無し

○ 1,500 ○ 0

・校外活動費,27年実績なし
・校外活動費(宿泊を伴うもの)に関しては,費目はあるが実績ない為,あった場合に対応
・実費に関しては,28年度予算計上単価を記入

○ 2,180 434 ○ 2,000

○ 2,180 2,180

通学費については児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費（片道の距
離が６キロメートル以上の者で交通機関利用者に限る。） また,通学費については,対象となる全生徒に対し,
別の補助金により支給している。）

○ 2,180

○ 2,270 1,699

○ 2,180 ○ 26,500 ○ 4,940 ○ 3,960

○ 2,270

○ 2,240 2,186

・学用品費は中２・３は24,550円,中１は22,320円（通学用品費は,学用品費に含む）。
・支給平均額については28年度執行見込み額を記入。

○ 2,270

○ 2,180 2,180

○ 1,970 1,626

【修学旅行費】平成28年度予算に計上した単価
【校外活動費】　平成27年度の実績額により記入
　支給対象学年：中１～２年,　支給実績の多い学年：与那原中1年

○ 2,180 1,199 ○ 28,780 14,695 ○ 5,300 505 ○ 4,070 4,053

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)



課税所得等
の分類

基準額の時
期

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準

その他生活保
護法に
基づく保
護の停
止また
は廃止

市区町
村民税
の非課

税

市区町
村民税
の減免

国民年
金保険
料の免

除

国民健
康保険
法の保
険料の
減免ま
たは徴
収の猶

予

平
成
2
7
年
度
要
保
護
・
準
要
保
護
就
学
援
助
率

テに○をした場合，その他の基準の内容

生活福
祉資金
による
貸付け

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額が変
わると
自動的
に要件
が変わ
るもの）

生活保
護の基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの（生
活保護
の基準
額を参
照して
額を定
めてい
るもの）

特別支
援教育
就学奨
励費の
需要額
測定に
用いる
保護基
準額に
一定の
係数を
掛けた
もの

市区町
村民税
（所得割
又は均
等割）課
税最低
限度額
に一定
の係数
を掛け
たもの

都道府県 市町村名

学校納付
金の納付
状態の悪
い者，昼

食，被服等
が悪い者
または学

用品，通学
用品等に

不自由して
いる者等で
保護者の
生活状態
がきわめ

て悪いと認
められるも

の

経済的
な理由
による
欠席日
数が多
い者

保護者
の職業
が不安
定で，
生活状
態が悪
いと認
められ
る者

部署名 電話番号 ウェブサイト

ア イ ウ

児童扶
養手当
の支給

保護者
が職業
安定所
登録日
雇労働

者

PTA会
費，学
級費等
の学校
納付金
の減免
が行な
われて
いる者

個人の
事業税
の減免

固定資
産税の
減免

目安額
（年額）

基準根拠

ソ，タ又はチに○をした場合，係数（倍率），基
準根拠及び目安額

係数
（倍率）

エ オ カ キ ク

係数
（倍率）

目安額
（年額）

ケ コ サ シ ス テセ ソ タ チ ツ
ツに○をした場
合、市町村民税
課税最低限度額
に掛ける係数（倍
率）及び目安額

沖縄県 座間味村 教育委員会 098-987-2153
http://www.vill.zamami.okinawa.jp/lif
e.html ○ ○ ○ ○

（１）　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定
する要保護者
（２）　次のいずれかに該当し,前号に掲げる者に準ずる程度に困
窮していると教育長が認めた者
　ア　前年度又は当該年度において,生活保護法に基づく保護の
停止又は廃止の措置を受けた者
　イ　児童扶養手当法第４条に基づく児童扶養手当の支給
　ウ　その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者

5%未満

沖縄県 粟国村 教育総務課 098-988-2449 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ア,イ,サ,シ,スに準ずる程度に認められる者

15%未満

沖縄県 渡名喜村 渡名喜村教育委員会　　教育行政課 098-989-2015 ○

要保護認定はしておらず,全児童生徒を対象に村独自の補助を
行っている。 0%未満

沖縄県 南大東村 総務 09802-2-2531 ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

沖縄県 北大東村 教委育委員会 09802-3-4138 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

沖縄県 伊平屋村 教育委員会 0980-46-2003 http://terusino.ryukyu/ ○ ○ 15%未満

沖縄県 伊是名村 伊是名村教育委員会・教育振興課 0980-45-2318 ○ ○ 10%未満

沖縄県 久米島町 教育課 098-985-2287 ○ ○ ○ 25%未満

沖縄県 八重瀬町 八重瀬町教育委員会　学校教育課 098-998-7571
http://www.town.yaese.lg.jp/docs/2
014050100083/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 280 20%未満

沖縄県 多良間村 教育課 0980-79-2674 ○ ○ 15%未満

沖縄県 竹富町 竹富町教育委員会　教育課 0980-82-6191 ○ ○ ○ ○ ○
特殊事情を有する者

10%未満

沖縄県 与那国町 与那国町教育委員会　総務課 0980-87-2002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 30%未満



都道府県 市町村名

沖縄県 座間味村

沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村

沖縄県 南大東村

沖縄県 北大東村

沖縄県 伊平屋村

沖縄県 伊是名村

沖縄県 久米島町

沖縄県 八重瀬町

沖縄県 多良間村

沖縄県 竹富町

沖縄県 与那国町

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法

○
前年度の11
月 6月初旬 有

転入,転出等の理由により必要に応
じて随時 ○ 11,420

○

・希望する保護者に対して,就学支援制度について直
接訪問し説明
・また教育懇談会を実施し,各種制度について説明も
実施

前年度の3月 4月 有 随時 ○ 13,270

○
現在就学援助は行っていない

その他 現在行われていない。 その他
現在行われていない。

無

○ ○ 前年度の3月 5月中旬 有 毎月1回 ○ 11,000 ○ 20,000

○

制度案内を行いつつ毎年度進級時に教育委員会で
就学支援制度の書類を送付

その他 見直しの時 5月下旬 有 転入の際は随時 ○ 11,000 ○ 20,000

○ ○ 前年度の1月 5月初旬 有 特別な事情に応じて随時 ○ 13,270 ○ 31,000

○ その他
変更がある場合に随時検討し決定
する。 6月初旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 12,000

○ ○ ○ その他
変更がある場合には随時検討し,決
定する。 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 7月 有

申請を受けた翌月の1日を認定日と
する。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 4月 有
税確定が済んでから,税照会をして8
月に追加認定をおこなっている。 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ その他 必要に応じて随時 6月中旬 有 必要に応じて随時。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有
定例教育委員会会議の開催月の月
末に認定 ○ 13,270 ○ 19,900



都道府県 市町村名

沖縄県 座間味村

沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村

沖縄県 南大東村

沖縄県 北大東村

沖縄県 伊平屋村

沖縄県 伊是名村

沖縄県 久米島町

沖縄県 八重瀬町

沖縄県 多良間村

沖縄県 竹富町

沖縄県 与那国町

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費

○ 2,230

○ 6,996

○

○ 10,000 ○ 5,000 ○ 2,000

○ 2,230 ○ 10,590 10,590 ○ 1,570 470

○ 2,170

○ 2,230 ○



都道府県 市町村名

沖縄県 座間味村

沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村

沖縄県 南大東村

沖縄県 北大東村

沖縄県 伊平屋村

沖縄県 伊是名村

沖縄県 久米島町

沖縄県 八重瀬町

沖縄県 多良間村

沖縄県 竹富町

沖縄県 与那国町

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）

対象者が発生した場合検討

○ 5,500

修学旅行費→全体額の１０％（保護者負担分）

校外活動費：H27年実績による。支給額の多い学年－3年生　１６％

校外活動費は,全児童への補助あり



都道府県 市町村名

沖縄県 座間味村

沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村

沖縄県 南大東村

沖縄県 北大東村

沖縄県 伊平屋村

沖縄県 伊是名村

沖縄県 久米島町

沖縄県 八重瀬町

沖縄県 多良間村

沖縄県 竹富町

沖縄県 与那国町

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）

○ 22,320 ○ 2,230

○ 23,870

○ 21,000 ○ 23,000 ○ 19,000

○ 22,000 ○ 20,000 ○

○ 23,870 ○ 44,600

○ 21,700 ○ 30,000 ○ 15,000 ○ 10,000

○ 22,320 ○ 23,550

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 56,670 56,670

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230

○ 23,870 ○ 22,900



都道府県 市町村名

沖縄県 座間味村

沖縄県 粟国村

沖縄県 渡名喜村

沖縄県 南大東村

沖縄県 北大東村

沖縄県 伊平屋村

沖縄県 伊是名村

沖縄県 久米島町

沖縄県 八重瀬町

沖縄県 多良間村

沖縄県 竹富町

沖縄県 与那国町

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)

対象者が発生した場合検討

　

○ 5,500

修学旅行費→全体額の１０％（保護者負担分）

○ 3,000

○ 2,270 2,240
校外活動費：H27年実績による。支給額の多い学年－2年生　31％

○
校外活動費は,全生徒への補助あり


